
https://www.nissenren-sendai.or.jp

株式会社日専連ライフサービス
お問い合わせ先 tel.022-267-9222 9：30～17：30（土日祝日休み）日専連コールセンター

★　その他利用料等　ご利用明細　★

       ５ 　４１８ＡＴＭ　利用料（課税１０％）

       ５　４ ２５請求明細手数料（課税１０％）

★☆★　ショッピング回数指定払い　ご利用明細　★☆★

       ５　４３０東北電力２０２３年　７月分電気料金等

       ５　４３０ドコモご利用代金（定期払）

★☆★　キャッシング回数指定払い　ご利用明細　★☆★

       ５　４１８セブン銀行ＡＴＭ

★　（課税１０％）と表示のある明細について消費税課税対象です。　★

　　　　　　　消費税１０％課税対象（税込）合計

　　　　　　　うち消費税
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消費税込の請求額を表記

消費税課税対象額合計（税込）
うち消費税額を表記

登録番号　T5370001009734

❹ ❹

❺

表面のイメージ

裏面のイメージ

㈱●●●●会社
日専連　花子　様

インボイス制度については、国税庁のサイトをご確認ください。

◎ETCカード更新手数料 ◎請求明細手数料 ◎カード再発行手数料 ◎ATM利用料 ◎カード年会費 
※サービス内容により上記項目が変更、追加になる場合があります。日専連ホームページをご確認ください。
※各加盟店でのショッピングご利用分について、弊社はインボイス(適格請求書)を発行できません。
※各加盟店でのショッピングご利用分のインボイス(適格請求書)は、各加盟店へお問い合わせくださいますようお願いいたします。

インボイス制度開始に伴う
ご利用代金明細書の表示について

2023年10月1日より開始されるインボイス制度（適格請求書等保存方式）に伴い、ご利用代金明細書の
記載内容を同制度の要件に対応した形式に変更いたします。変更の内容につきましてご案内いたします。

【ご利用代金明細書（イメージ）】 ※2023年10月度発行分より変更いたします。イメージが実際のご利用明細書と異なる場合がございます。

❶ 適格請求書発行事業者登録番号　 ❷ 適格請求書発行事業者の名称　 ❸ 取引年月日（ご利用日）
❹ 取引内容（消費税課税対象の税率表記）　❺ 消費税課税対象額合計と消費税額合計

株式会社日専連ライフサービスの適格請求書発行事業者登録番号　Ｔ５３７０００１００９７３４

ご利用明細書に表示するインボイス制度の対象となる課税取引


